
報告事項 

富岡法人会 職員就業規則の一部改正について 

 

一般社団法人富岡法人会 職員就業規則 

改 正 前              改 正 後 

第３章 勤 務 

（勤務時間及び休憩時間） 

第８条 

 職員の勤務時間は、次のとおりとする。 

（１） 勤務時間 始業 午前９時 終業 

午後５時 

（２） 休憩時間 正午より午後１時まで 

 

（休 日） 

第９条 休日は次のとおりとする。 

（３） 夏季休暇（８月中の２日間とする） 

 

 

第４章 給 与 

（給 与） 

第１９条 職員の給与は、別に定めた「職員雇

用条件覚書」のところにより支給する。 

 ２ 事務局長及び事務職員の給与等の算定に

あっては、近隣の法人会職員等の給与月額を

参考として算出する。 

 ３ 職員の賞与は、年２回支給する。年間賞

与の総支給額は、当該職員給与月額の1カ月

分以内とし、１回分はその２分の１以内を支

給する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 休職 退職及び解雇 

（定 年） 

第２４条 

 ２ 事務局長の定年は満６５歳とし、満６５

歳に達した日の属する年度の最終日とする。

但し、会長が特に必要と認めた場合には、２

年を限度として勤務させることができる。 

第３章 勤 務 

（勤務時間及び休憩時間） 

第８条 

 職員の勤務時間は、原則として次のとおりと

する。 

（１） 勤務時間 始業 午前９時 終業 

午後５時 

（２） 休憩時間 正午より午後１時まで 

（休 日） 

第９条 休日は次のとおりとする。 

（３） 夏季休暇（７月及び８月中の３日間と

する） 

 

第４章 給 与 

（給 与） 

第１９条 職員の給与は、当該職員と締結した

「雇用契約書」に基づきこれを支給する。 

 ２ 職員の給与は、基本給、諸手当及び賞与

とする。 

 ３ 諸手当は、役職手当、家族手当、通勤手

当及び時間外手当とする。 

 ４ 給与の支給日は、毎月２５日（支給日が

休日の場合は、支給可能な前日とする。）と

する。 

 ５ 職員の賞与は、年２回支給する。年間賞

与の総支給額は、別に定める。 

 ６ 職員の給与は、法令の基づき、その職員

の給与から控除すべきものの金額を控除し、

その残額を職員に支給する。 

 ７ その他の職員の給与に必要な事項は、別

に定める。 

 

第５章 休職 退職及び解雇 

（定 年） 

第２４条 

 ２ 事務局長の定年は満６５歳とし、満６５

歳に達した日の属する年度の最終日とする。

但し、会長が特に必要と認めた場合には、１

年毎に雇用契約を締結し、満７０歳まで延長

できるものとする。 
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（再雇用） 

第２５条 

 ３ 再雇用後の具体的な労働条件は、各人ご

との個別契約書による。 

（再雇用） 

第２５条 

３ 再雇用後の労働条件は、当該職員と締結し

た「再雇用契約書」による。 

 

附     則 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

平成２８年４月１日改正 

平成３１年４月２６日改正 

令和２年３月２５日改正 

 


